平成19年第4回市議会定例会


教育福祉委員会委員長報告
今回の市議会定例会におきまして、私ども教育　福祉委員会に審査の付託を受けました各案件につきまして、審査結果の報告を申し上げます。
まず、議案第107号日田市国民健康保険税条例の一部改正につきまして申し上げます。
本案は、地方税法の一部改正に伴い、65歳以上75歳未満の国民健康保険税の特別徴収について、所要の措置を講ずるものでありますが、特別徴収の対象者などについての内容が複雑で分かりにくいものとなっています。
そこで、改正内容の周知徹底を図ること、特別　徴収の除外規定に該当する者の調査及び徴収方法の相談体制などについて、充分な処置を講ずることを強く付言し、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第111号日田市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について申し上げます。
本案は、日田市咸宜公民館の移転に伴い所要の措置を講ずるものであり、適切な措置と認め原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第115号平成19年度日田市一般会計補正予算（第3号）のうち当委員会に審査の付託を受けました部分について申し上げます。
今回の補正は各種事務事業の決算見込みによる係数整理及び人件費の補正が主なものでありますが、委員会において特に指摘のありました部分につきまして申し上げます。

まず、3款1項5目、保健福祉センター費につきましては、大山福祉センターの維持管理に関する　燃料費、修繕料の補正が主であり、昨今の原油価格の高騰を考慮するとなお一層の節約に努めるとともに老朽化した設備の改善を行い効率化を図ることを要望いたします。

次に、3款3項1目、児童福祉総務費のうち、　保育料徴収員報酬につきまして申し上げます。

保育料につきましては、年々滞納が増加しており、その抜本的な対策が望まれます。
そこで、執行部においては、なお一層保育料の　徴収について特段の取り組みを行うとの事であり、その成果に期待するものであります。

今後においても公平・公正の観点から滞納者への保育料の徴収の強化を図ることを付言いたします。

なお、保育料の減免制度につきましても周知徹底を図ることを要望し、本案は多数をもって原案の　とおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第116号平成19年度日田市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）について申し上げます。
本案は、職員手当の減額、国保データベースシステム導入委託料などが主なものであり、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上をもちまして、私ども教育福祉委員会に審査の付託を受けました　各案件につきまして審査結果の報告を終わります。
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